
 

崇城大学薬学部 履修規程 

 

 

（目 的） 

第 １ 条  この規程は、薬学部授業科目の履修に関する細部について

定める。 

 

（単位の修得） 

第 ２ 条  授業科目の単位を修得するためには、その授業科目を履修

し、かつ試験等に合格しなければならない。 

 

（履修の申請） 

第 ３ 条  履修を申請するためには、学期の始めの所定の期間内に、

履修登録システムに登録しなければならない。 

２  履修登録システムでの登録完了をもって許可したものとす

る。 

 

（履修の制限） 

第 ４ 条  授業科目は学則別表Ⅰに基づいて作成された「授業時間割

」により、年次毎に履修するものとし、次の制限に従わなけれ

ばならない。なお、学則別表Ⅰは、共用試験、実務実習、薬剤

師国家試験などとの関連により、教授会の議を経て、一部変更

となることがある。 

（１）１年間に履修できる単位数は原則として４６単位までとす

る。ただし、前年度１年間のＧＰＡが３．５以上の場合、年

間４単位（前期後期各２単位）分を履修登録上限単位数から

緩和することができる。 

（２）上級年次に開講される授業科目を履修することはできない。

ただし、教授会の議を経て、授業科目担当の教員が許可した

場合は履修させることがある。 

 

第４条の２ 他学部履修を希望する特段の理由がある場合は、薬学部

で開講されない工学部・情報学部・生物生命学部の専門科目

を履修することができる。これによって修得した単位につい

ては、卒業要件単位数には加算しない。ただし、上級学年に

開講される科目は履修できない。 



 

２  前項により他学部の授業科目を履修しようとする者は、

薬学部薬学科長の承認を受けた上で、授業科目担当者の許可

を得なければならない。ただし、その内容、教室の都合によ

り受講資格が限定され、受講人数が制限されることがある。 

 

（その他） 

第４条の３ 英語・日本語基礎教育分野の日本語教育科目は、学則第３

６条に定める外国人留学生（および帰国子女）に限り履修する

ことができるものとする。 

 

（出 席） 

第 ５ 条  履修の申請をした授業科目には、全ての授業に出席し、遅

刻、欠席等のないように努めなければならない。 

 

（欠 席） 

第 ６ 条  授業に欠席した場合または欠席する場合は、欠席届を薬学

部事務室を通して教務課に提出しなければならない。 

病気等により、欠席が１週間以上に及ぶ時は医師の診断書等

を添付しなければならない。 

 

（試験の種類） 

第 ７ 条  試験は、平常試験、定期試験、追試験、再試験および臨時

試験とする。 

（１）平常試験は、授業科目の履修期間中に定めて行う試験。 

（２）定期試験は学期末に期間を定めて行う。 

（３）追試験は病気、忌引、交通事故、その他止むを得ない理由

により定期試験等を受験できなかった者に対して行う。 

ただし、追試験の再試験は原則として行わない。 

追試験を受験する者は、受験できなかった理由についての

証明書（診断書等）を添え当該授業科目の試験終了後１週間

以内に教務課に願い出なければならない。 

追試験は、原則としてその学期の成績報告期限までに通

常１回行うものとする。 

（４）再試験は、定期試験を受験して不合格になった者、追試験

の受験が不許可になった者等に対し行う。再試験を受験する

者は、担当教員に願い出、所定の再試験料を納入しなければ



 

ならない。再試験に合格した場合の成績は「秀」と「優」は

与えない。 

（５）臨時試験は上記(１)から(４)項以外に行う試験。 

 

（受験資格） 

第 ８ 条  次の各号に該当する者は、受験を認めない。 

（１）履修の申請をしていない者。 

（２）学生証を携行していない者。 

（３）学納金あるいは再試験料の未納の者。 

（４）当該授業科目についての出席時数が原則としてその科目の

授業時数の３分の２未満の者。 

（５）試験開始後２０分以上遅刻した者。 

 

（不正行為） 

第 ９ 条  受験に際し不正行為を行った者は、当該学期の全授業科目

について、その年度の単位を付与しない。 

 

（進級要件） 

第１０条  薬学科において進級に際し要件を設ける。要件については

別表Ⅰのとおりとする。ただし、カリキュラムの変更が生じた

場合には、教授会の議を経て、進級基準が変更となることがあ

る。 

 

（留年者の履修） 

第１０条の２ ２年次に進級できなかった者に対しては、原則として次

年度の学則別表Ⅰ（授業科目）ならびに進級要件と卒業要件が

適用される。 

 

（同一年次在籍期間） 

第１１条  同一学年に在籍できる年数（休学期間を含む）は３年を限

度とする。ただし、特別な配慮が必要な場合には、教授会の議

を経て、期限を延長することがある。 

 

（実務実習着手要件） 

第１２条  病院実務実習と薬局実務実習に着手するためには、総合薬

学演習（Ⅰ、Ⅱ）および実務実習事前学習（Ⅰ、Ⅱ）の単位を



 

修得するとともに、共用試験〔ＣＢＴ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｂ

ａｓｅｄ Ｔｅｓｔ）およびＯＳＣＥ（Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ 

Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ Ｃｌｉｎｉｃａｌ Ｅｘａｍｉｎａｔ

ｉｏｎ）〕に合格しなければならない。 

 

（卒業要件） 

第１３条  卒業するためには本学に６年以上在学し、必修科目の単位

を含めて１９２単位以上を修得しなければならない。 

 ただし、１９２単位の中には、次の単位を含んでいること。 

 

授業科目の区分 単位数 

基礎教育 
課程 

初年次教育 
８単位キャリア教育 

人間と科学・外国語教育 
数理基礎教育 ８単位
英語・日本語基礎教育 ８単位

専門教育課程 １６８単位

 

 

附  則 

１．この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

２．この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

３．この改正は、平成２１年４月１日から施行し、平成２１年度入学生

から適用する。 

４．この改正は、平成２２年４月１日から施行する。 

５．この改正は、平成２５年４月１日から施行する。 

６．この改正は、平成２６年４月１日から施行する。 

７．この改正は、平成２７年４月１日から施行する。 

８．この改正は、平成２８年４月１日から施行する。 

９．この改正は、平成２９年４月１日から施行する。 

10．この改正は、平成３０年４月１日から施行する。 

11．この改正は、平成３１年４月１日から施行する。 

12．この改正は、令和 ２ 年４月１日から施行する。 

13．この改正は、令和 ３ 年４月１日から施行する。 

 


